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盛岡監督署からのお知らせ

労働基準法第15条では、労働契約の締結に当たり使用者は労働者に対し、賃金や労働時間等の労働条件を
書面の交付等により明示しなければならないと定められています。この労働条件の明示には必ず明示しなけ
ればならない事項及び定めをした場合に明示しなければならない事項があり、有期雇用労働者等の場合は追
加で明示すべき事項があります。これらの内容については、モデル労働条件通知書がありますので、ご参照
ください。なお、書面の交付については、労働者が希望する場合のみ電子メールやファックス等の送信でも
よいことになっています。

「労働条件通知書」の明示すべき内容をご確認ください。

盛岡監督署における令和 7 年、令和 8 年 1 月の労働災害発生状況について

必ず明示しなければならない事項
① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合
の基準（有期労働契約の通算契約期間又は
更新回数の上限を含む）

③ 就業の場所・従事すべき業務の内容（就業
の場所・業務の変更の範囲を含む）

④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える
労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替
制勤務をさせる場合は就業時転換に関する
事項

⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法及び賃金の
締切り・支払の時期に関する事項

⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）

⑦ 昇給に関する事項 ※①～⑥までは書面交
付義務

定めをした場合に明示しなければならない
事項
⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職
手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払時
期に関する事項

⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関
する事項

⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関す
る事項

⑪ 安全・衛生に関する事項
⑫ 職業訓練に関する事項
⑬ 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑭ 表彰、制裁に関する事項
⑮ 休職に関する事項

パートタイム労働者・有期
雇用労働者の場合
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 相談窓口（相談担当者の氏名
役職、相談部署等）

✙

詳しくはこちら

モデル労働条件通知

▶

令和6年4月から労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されています。

令和7年の死亡災害に関し、畜産業1件となっていたところ、12月11日、はしごから転落して重傷を
負い、療養中であった道路貨物運送業に従事する労働者の方が、令和8年1月に亡くなり、令和7年の死亡
災害は2件となりました。（死亡者数は令和6年と同数）
令和8年1月末速報値で、令和7年の休業4日以上の労働災害発生件数は全業種合計で451件となり、昨

年比で14件の減少となりました。また、当署の重点課題である転倒災害の発生件数は同様に141件とな
り、14件の減少となりました。
しかしながら、令和8年1月の休業４日以上の労働災害は36件発生、昨年比で21件増加し、このうち

転倒災害は25件で全体の7割を占め、昨年比18件増、約3.5倍に急増しています。この冬は昨年に比べ
て降雪量が多く寒い日が続いていたことで、凍結路面上の転倒や交通災害等の冬季特有災害が増加したこ
とによるものと分析されます。皆様方におかれては、引き続き、転倒災害を防ぐためホームページに掲示
している「転倒災害防止対策事例集」を活用して、除雪、融雪の徹底、滑り止め対策等職場の安全環境の
整備をお願いします。

ゴムマット 階段に融雪マット 取外し可能なスパイク

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/moriokakantokusyo/tentousaigai_00001.html
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死傷病報告は電子申請で！

治療と仕事の両立支援

高年齢労働者の労働災害防止の推進及び治療と就業の両立支援の推進が努力義務に！
～労働安全衛生法・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労推法)の改正～

外国人労働者の安全衛生
対策参考情報

外国人労働者に対する安全衛生教育に配慮を！

岩手県における「外国人雇用状況」の届出によると、令和7年10月末時点で、外国人雇用事業所数は1,311
事業所、外国人労働者数は8,415人といずれも過去最多となっており、国籍別ではベトナム、インドネシア、
フィリピンの順で多く、在留資格別では技能実習が全体の44.4％、次いで専門的・技術分野で32.9％となって
います。雇用する事業場の業種では製造業が最も多く、労働者数では全体の52.1％を占めています。
一方、全国的に外国人労働者の労働災害も年々増加しており、事業主の皆様には、外国人に配慮した適切な安

全衛生教育を実施し、作業手順や安全のためのルールをしっかり理解してもらう工夫が必要です。
厚生労働省では、外国人の方にも理解しやすい安全衛生教育教材を14言語、幅広い業種等に対応して作成し

ています。内容としては、初めて安全衛生を学ぶ方に対応した漫画・動画教材、危険を把握・察知する能力が十
分身についていない未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル、技能実習時に専門用語を理解しやすいよう
技能講習別の補助教材等があります。ぜひ、これらの教材を活用し、労働災害の防止に努めましょう。
なお、労働災害等により労働者が死亡・休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を監督署長に提出し

なければならず、外国人労働者の場合には、「国籍・地域」と「在留資格」のコードを記入しなければなりませ
んので、ご留意をお願いします。

労働者死傷病報告

＼スマートフォンからの電子申請
も可能です／

入力支援サービスを活用した電子
申請はこちらから

厚生労働省HPにリンクします

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理など
の必要な措置を講じること、また、職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じること
が事業者の努力義務となり、令和８年４月１日から施行されます。

国は令和８年２月１０日、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めたところであり、
事業者はこの指針に基づいた取組を行っていただく必要があります。

「高年齢者の労働災害防止のための指針」は、基本的にこれまでのエイジフレンドリーガイドラインを踏襲
した内容が示されたものであり、事業者が講ずべき措置として、安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善、
高年齢者の健康や体力の状況の把握、高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応、安全衛生教育が項目建てさ
れています。
「治療と就業の両立支援指針」についても、これまでの事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイ

ドラインと同様に、治療と就業の両立支援を行うための環境整備として、事業主による基本方針の表明等と労
働者への周知、研修等による意識啓発、相談窓口等の明確化、両立支援に関する制度(休暇・勤務制度)、体制等
の整備が項目建てされています。
詳しいパンフレット等はまだ監督署にも届いて

おりませんが、皆様におかれては、これらの指針

に基づいた適切な対応をお願いします。
▶検索「高年齢者の労働災害防止の指針」

「治療と就業の両立支援指針」 エイジフレンドリー

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/
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